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平成２１年１２月３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２０年（行ケ）第１０４９２号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年１１月１９日

判 決

原 告 マイクロ・モーション・

イ ン コ ー ポ レ イ テ ッ ド

同訴訟代理人弁護士 鈴 木 修

岡 本 義 則

山 田 卓

同 弁理士 田 中 英 夫

被 告 特許庁長官

同 指 定 代 理 人 萩 原 義 則

山 本 春 樹

岩 崎 伸 二

安 達 輝 幸

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため

の付加期間を３０日と定める。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が不服２００６－４１８４号事件について平成２０年８月２６日にした審

決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，原告の本件出願に対する拒絶
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査定不服審判の請求について，特許庁が，本願発明の要旨を下記２のとおり認定し

た上，同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要

旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求

める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 出願手続（甲３）及び拒絶査定

発明の名称：「検出されたボー・レートに基づいて伝送プロトコルを設定するシ

ステム」

出願番号：特願２００１－５３１２７２号

出願日：平成１２年１０月１０日（国際出願）

パリ条約による優先権主張：平成１１年（１９９９年）１０月１５日（以下「本

件優先日」という。米国），平成１２年（２０００年）５月１２日（米国）

拒絶理由通知：平成１７年１月１４日付け（甲６。以下，同日付けの拒絶理由通

知を「本件拒絶理由通知」といい，同通知に係る書面を「本件拒絶理由通知書」と

いう。）

手続補正日：平成１７年７月１９日（甲４。以下，同日付けの手続補正を「本件

補正」といい，本件出願に係る本件補正後の明細書（特許請求の範囲につき甲４，

その余につき甲３の補２及び補５～補２１頁）を「本願明細書」と，本件出願に係

る本件補正後（平成１５年２月１７日付け手続補正書による補正後）の図面（甲３

の２２～２４，２７及び補２１～補２３頁）を「本願図面」，「本願図１」などと

いう。）

意見書提出日：平成１７年７月１９日（甲９。以下，同日付けの意見書を「本件

意見書」という。）

拒絶査定：平成１７年１２月６日付け（甲５。以下，同日付けの拒絶査定を「本

件拒絶査定」という。）

(2) 審判手続及び本件審決
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審判請求日：平成１８年３月８日（不服２００６－４１８４号）

手続補正書（方式）提出日：平成１８年５月２５日（乙４。以下，同日付けの手

続補正書（方式）を「本件審判請求理由書」という。）

審決日：平成２０年８月２６日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成２０年９月５日

２ 本願発明の要旨

本件審決が判断の対象とした本願発明（本件補正後の特許請求の範囲の請求項１

（以下，単に「請求項１」という。）に記載の発明）の要旨は，分説の便宜上符号

を付すと，次のＡないしＦ（枝番を含む。）のとおりである。以下，その符号を付

した構成要件を順に「構成要件Ａ」ないし「構成要件Ｃ」，「構成要件Ｄ－１」な

いし「構成要件Ｄ－６」，「構成要件Ｅ」及び「構成要件Ｆ」といい，構成要件Ｄ

－１ないし構成要件Ｄ－６を併せて「構成要件Ｄ」という。

Ａ 遠隔装置（１０３）がホスト装置（１０２）との通信を確立する方法であっ

て，

Ｂ バッファ（２１５）においてホスト装置（１０２）からの信号のサンプルを

受信するステップ（３０１）と，

Ｃ 前記サンプルから前記信号のボー・レートを検出するステップ（３０３）と，

Ｄ－１ 前記サンプルとサポートされたプロトコルの公知のビットのテンプレー

トとの間のプロトコル・テンプレート・マッチングを実行することによって，前記

サンプルから，前記ホスト装置（１０２）により通信のために使用されているプロ

トコルとフレーミングを決定するステップ（３０４）であって，

Ｄ－２ 複数のプロトコル・テンプレートのうちの一つを読み出すステップと，

Ｄ－３ 前記バッファから前記信号の前記サンプルを読み出すステップと，

Ｄ－４ 前記複数のプロトコル・テンプレートのうちの前記一つと前記信号の前

記サンプルとを比較するステップと，
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Ｄ－５ 前記複数のプロトコル・テンプレートのうちの前記一つと前記信号の前

記サンプルとのマッチに応答して前記複数のプロトコル・テンプレートのうちの前

記一つのプロトコルで前記信号が送信されていることを決定するステップと，

Ｄ－６ を含むステップ（３０４）と，

Ｅ 前記検出されたボー・レートにおける決定された前記プロトコルとフレーミ

ングを用いて通信するように，前記遠隔装置（１０３）を設定するステップ（３０

５）と，

Ｆ を含む方法。

３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は，要するに，本願発明は，下記アの引用例に記載された

発明（以下「引用発明」という。）及び下記イの周知例に記載された周知技術に基

づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項

の規定により特許を受けることができない，というものである。

ア 引用例：特開平８－１２５７１２号公報（甲１）

イ 周知例：特開平１１－４１３１７号公報（平成１１年２月１２日公開。甲

２）

(2) 本件審決が認定した引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相

違点（１ないし４。以下，それぞれ「本件相違点１」ないし「本件相違点４」とい

う。）は，次のとおりである。

ア 引用発明

引用発明は，分説の便宜上符号を付すと，次のａないしｆ（枝番を含む。）のと

おりである。以下，その符号を付した構成要件を順に「構成要件ａ」ないし「構成

要件ｃ」，「構成要件ｄ－１」ないし「構成要件ｄ－６」，「構成要件ｅ」及び

「構成要件ｆ」といい，構成要件ｄ－１ないし構成要件ｄ－６を併せて「構成要件

ｄ」という。

ａ 受信機器２１が送信機器１１との通信を確立する方法であって，
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ｂ レジスタ２５において送信機器１１からの信号の特定コードの読取り結果デ

ータを受信するステップと，

ｃ 前記特定コードの読取り結果データから前記信号のボーレートを検出するス

テップと，

ｄ－１ 前記特定コードの読取り結果データとパラメータ判別テーブルに予め記

憶されている読取り結果データとを比較することによって，前記特定コードの読取

り結果データから，前記送信機器１１により通信のために使用されている読取りデ

ータ長及びパリティモードを決定するステップであって，

ｄ－２ 複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの一つを読み出すス

テップと，

ｄ－３ 前記レジスタ２５から前記信号の前記特定コードの読取り結果データを

読み出すステップと，

ｄ－４ 前記複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの前記一つと前

記信号の前記特定コードの読取り結果データとを比較するステップと，

ｄ－５ 前記複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの前記一つと前

記信号の前記特定コードの読取り結果データとの一致に応答して，前記複数の予め

記憶されている読取り結果データのうちの前記一つの読取りデータ長及びパリティ

モードで前記信号が送信されていることを決定するステップと，

ｄ－６ を含むステップと，

ｅ 前記検出されたボーレートにおける決定された前記読取りデータ長及びパリ

ティモードを用いて通信するように，前記受信機器２１を設定するステップと，

ｆ を含む方法。

イ 一致点

本願発明と引用発明との一致点は，分説の便宜上それぞれの前記構成要件に対応

した符号を付すと，次の（Ａ）ないし（Ｆ）（枝番を含む。）のとおりである。以

下，その符号を付した一致点を順に「一致点（Ａ）」ないし「一致点（Ｃ）」，
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「一致点（Ｄ－１）」ないし「一致点（Ｄ－６）」，「一致点（Ｅ）」及び「一致

点（Ｆ）」といい，一致点（Ｄ－１）ないし一致点（Ｄ－６）を併せて「一致点

（Ｄ）」という。

（Ａ） 第１の通信装置が第２の通信装置との通信を確立する方法であって，

（Ｂ） バッファにおいて第２の通信装置からの信号のサンプルを受信するステ

ップと，

（Ｃ） 前記サンプルから前記信号のボー・レートを検出するステップと，

（Ｄ－１） 前記サンプルと特定の比較基準とを比較することによって，前記サ

ンプルから，前記第２の通信装置により通信のために使用されている通信規約を決

定するステップであって，

（Ｄ－２） 複数の特定の比較基準のうちの一つを読み出すステップと，

（Ｄ－３） 前記バッファから前記信号の前記サンプルを読み出すステップと，

（Ｄ－４） 前記複数の特定の比較基準のうちの前記一つと前記信号の前記サン

プルとを比較するステップと，

（Ｄ－５） 前記複数の特定の比較基準のうちの前記一つと前記信号の前記サン

プルとのマッチに応答して，前記複数の特定の比較基準のうちの前記一つの通信規

約で前記信号が送信されていることを決定するステップと，

（Ｄ－６） を含むステップと，

（Ｅ） 前記検出されたボー・レートにおける決定された前記通信規約を用いて

通信するように，前記第１の通信装置を設定するステップと，

（Ｆ） を含む方法。

ウ 相違点

(ア) 本件相違点１：「第１の通信装置」及び「第２の通信装置」に関し，本願

発明は，「遠隔装置」及び「ホスト装置」であるのに対し，引用発明は，「受信機

器」及び「送信機器」である点。

(イ) 本件相違点２：「特定の比較基準」に関し，本願発明は，「サポートされ
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たプロトコルの公知のビットのテンプレート」及び「プロトコル・テンプレート」

であるのに対し，引用発明は，「パラメータ判別テーブルに予め記憶されている読

取り結果データ」である点。

(ウ) 本件相違点３：「前記サンプルと特定の比較基準とを比較することによっ

て，前記サンプルから，前記第２の通信装置により通信のために使用されている特

定の通信規約を決定するステップ」に関し，本願発明は，「前記サンプルとサポー

トされたプロトコルの公知のビットのテンプレートとの間のプロトコル・テンプレ

ート・マッチングを実行することによって，前記サンプルから，前記ホスト装置

（１０２）により通信のために使用されているプロトコルとフレーミングを決定す

るステップ（３０４）」であるのに対し，引用発明は，「前記特定コードの読取り

結果データとパラメータ判別テーブルに予め記憶されている読取り結果データとを

比較することによって，前記特定コードの読取り結果データから，前記送信機器１

１により通信のために使用されている読取りデータ長及びパリティモードを決定す

るステップ」である点。

(エ) 本件相違点４：「通信規約」に関し，本願発明は，「プロトコル（通信規

約）とフレーミング」であるのに対し，引用発明は，「読取りデータ長及びパリテ

ィモード（通信規約）」であるものの，フレーミングを有しない点。

４ 取消事由

(1) 引用発明の認定の誤り（取消事由１）

(2) 一致点の認定の誤り（取消事由２）

(3) 相違点を看過した判断の誤り（取消事由３）

(4) 本件相違点１についての判断の誤り（取消事由４）

(5) 本件相違点２についての判断の誤り（取消事由５）

(6) 本件相違点３についての判断の誤り（取消事由６）

(7) 本件相違点４についての判断の誤り（取消事由７）

(8) 審査ないし審判段階の手続違背（取消事由８）
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第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 構成要件ｃの「検出するステップ」及び構成要件ｄ－１の「決定するステ

ップ」の認定

本件審決は，引用発明が構成要件ｃの「ボーレートを検出するステップ」及び構

成要件ｄ－１の「読取りデータ長及びパリティモードを決定するステップ」を含む

と認定したが，本件審決が前提とする引用発明の「読取り結果データ」は，レジス

タ２５に送信され，フレームエラーの判断データを含まない１つ（第１回の特定コ

ードの場合。引用例の【００３７】）又は２つ（第２回の特定コードの場合。引用

例の【００３９】）の８ビットデータであるところ，引用発明においては，フレー

ムエラーの判断データ（第１回につき１ビット，第２回につき２ビット）を用いな

ければ通信を確立することができないのであるから，結局，フレームエラーの判断

データを含まない「読取り結果データ」に基づく引用発明は，ボー・レートを検出

することも，読取りデータ長及びパリティモードを決定することもできないことに

なる。

したがって，本件審決の認定は誤りである。

(2) 構成要件ｄの各「前記特定コードの読取り結果データ」の認定

本件審決は，引用発明の構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」が構

成要件ｂ及びｃの各「特定コードの読取り結果データ」と同一のものであることを

前提として，構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」について，いずれ

も「前記特定コードの読取り結果データ」と認定したが，以下のとおり，この認定

は誤りである。

ア 引用発明は，特定コードを必ず複数回送受信するものであり，構成要件ｄの

各「特定コードの読取り結果データ」は，第１回の特定コード（０Ｄのみ。構成要

件ｂ及びｃの各「特定コード」）の読み取り結果により判別されたボー・レートに
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基づいて読み取られた特定コード（０Ｄ及び０Ａ。第２回の特定コード）に係る読

み取り結果のデータ又は当該ボー・レート及び第２回の特定コードの読み取り結果

により判別されたパラメータに基づいて読み取られた特定コード（０Ｄ及び０Ａ。

第３回の特定コード）に係る読み取り結果のデータであるから，いずれも「特定コ

ードの読取り結果データ」であるとしても，その内容は構成要件ｂ及びｃと構成要

件ｄとにおいて同一ではなく，その各「特定コードの読取り結果データ」はそれぞ

れ異なるから，これを「前記特定コードの読取り結果データ」として同一にいうこ

とはできないものである。

イ 被告は，本願発明につき，信号（サンプル）の送信が複数回行われる場合を

包含すると主張するが，請求項１の構成要件Ｃ及びＤの各「サンプル」には，いず

れも同一のものであるために「前記」との文言が付されているのであるし，被告が

その主張の根拠とする本願図７に示された「サンプルを取得する」（ステップ１７

３１）は，信号の再度の送受信を行うことを意味するものではなく，本願発明にお

いて信号を受信するのは１回のみであるから，被告の主張は失当である。

(3) 構成要件ｄ－１の「通信のために使用されている読取りデータ長及びパリ

ティモード」の認定

本件審決は，構成要件ｄ－１において決定される「読取りデータ長及びパリティ

モード」につき，「通信のために使用されている」と認定したが，引用発明の構成

要件ｄ－１のステップにおける第２回の特定コードの値は，０Ｄ及び０Ａであり，

通信に先立つ特殊なセットアップ手続（ハンドシェーク）のためだけに使用される

ものであって，この段階では，実データを含まず，第３回の特定コードの送信前に

失われてしまうものであるから，引用発明の構成要件ｄ－１のステップにおける

「読取りデータ長及びパリティモード」は，通信に先立って送信され，通信の確立

のためにのみ使用される第２回の特定コードに係るものにすぎない。

したがって，本件審決の認定は誤りである。

(4) 構成要件ｄ－４の「比較するステップ」の認定
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本件審決は，引用発明が構成要件ｄ－４の「前記複数の予め記憶されている読取

り結果データのうちの前記一つと前記信号の前記特定コードの読取り結果データと

を比較するステップ」を含むと認定したが，本件審決が前提とする引用発明の「読

取り結果データ」は，レジスタ２５に送信され，フレームエラーの判断データを含

まないものであるから，結局，引用発明が比較に用いているのは，パラメータ判別

テーブルに記載された２つの８ビットの値のみということになる。

したがって，本件審決の認定は誤りである。

(5) 構成要件ｄ－５の「決定するステップ」の認定

本件審決は，引用発明が「前記信号が送信されていることを決定するステップ」

を含むと認定したが，以下のとおり，この認定は誤りである。

ア 引用発明においては，特殊なハンドシェーク手続が終わり，送信機器１１が

整合確認信号を受信する段階になって初めて，実データの送受信が開始される（引

用例の【００４４】，図５）のであり，構成要件ｄ－５のステップにいう「決定」

は，第３回の特定コードの送受信後に行われるものであるから，当該「決定」は，

実データの信号が「送信されている」との現在又は過去の事実についてされるもの

ではなく，「送信される」との将来の事実についてされるものにすぎない。

イ 被告は，本件審決が引用例の図５のステップＲ５までを引用発明として認定

したと主張するが，同図に示されたとおり，引用発明においては，ステップＲ７の

「一致」が確認されて初めて，構成要件ｄ－５の「決定」が行われるものであるか

ら，引用発明がＲ５までのステップしか含まないのであれば，同発明においては，

構成要件ｄ－５の「決定するステップ」が存在しないことになる。

〔被告の主張〕

(1) 構成要件ｃの「検出するステップ」及び構成要件ｄ－１の「決定するステ

ップ」の認定

原告は，引用発明の「読取り結果データ」がフレームエラーの判断データを含ま

ないなどと主張するが，本件審決は，引用発明について，通信の確立のために必要
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となるボー・レート並びに読取りデータ長及びパリティモード（データパラメー

タ）を，送信信号の特定コードの読取り結果とボー・レート及びデータパラメータ

の各判別テーブルとの比較一致により決定し設定するとの一連の手順のものとして

認定したものであり，当該比較について，フレームエラーの判断を含めた具体的な

手順まで認定したものではない。

そして，請求項１も，通信の確立のために必要となるボー・レート並びにプロト

コル及びフレーミングを，送信された信号サンプル及びその信号サンプルとプロト

コル・テンプレートとの比較マッチングにより決定し設定するとの一連の手順のも

のとして記載しているにすぎないから，本件審決による引用発明の認定は，本願発

明との対比判断に必要な限度において十分に行われているものである。

(2) 構成要件ｄの各「前記特定コードの読取り結果データ」の認定

ア 引用例の記載（【００２３】，【００２４】）によれば，本件審決が認定し

た引用発明の構成要件ｂの「レジスタ２５において送信機器１１からの信号の特定

コードの読取り結果データを受信するステップ」とは，送信側ボー・レートの判別

確認及びデータパラメータの判別確認のそれぞれにおいて実行されるステップに相

当するものであって，それぞれの判別に応じて，構成要件ｃ及びｄの各ステップが

実行されることになるのであるから，構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果デ

ータ」について，いずれも「前記特定コードの読取り結果データ」とした本件審決

の認定に誤りはない。

イ なお，原告の主張は，引用発明における特定コードの送信が複数回行われる

ことを前提とするものであるが，本願明細書の記載（【００５１】～【００５

４】）及び本願図７によれば，本願発明も，バッファにおいていったん受信したサ

ンプル（ステップ１７０２）に対し，バッファを調整して再度追加のサンプルを取

得（受信）するものであり，ボー・レートの検出，使用されるプロトコル及びフレ

ーミングの決定並びに通信のためのプロトコル・パラメータの設定のために，信号

（サンプル）の送信（バッファにおける受信）が複数回行われる場合を包含するも



- 12 -

のである。

そうすると，仮に引用発明の構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」

が原告主張のとおり構成要件ｂ及びｃの各「特定コードの読取り結果データ」と同

一のものでないとしても，結局，本願発明と引用発明とは，一致点（Ｄ）の各「前

記サンプル」との点において一致する（なお，一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）の「信号

のサンプル」及び各「サンプル」に係る本件審決の認定に誤りがないことは，取消

事由２に係る主張(1)のとおりである。）から，原告が主張する引用発明の認定の

誤りは，一致点の認定の誤りを招来せず，本件審決の結論に影響を及ぼさないもの

として，失当である。

(3) 構成要件ｄ－１の「通信のために使用されている読取りデータ長及びパリ

ティモード」の認定

引用発明においては，送信機器１１から送信された特定コードから成るデータを

受信した受信機器２１が，その受信した特定コードの読取り結果データから，それ

と，パラメータ判別テーブルに予め記憶されている読取り結果データとを比較する

ことにより，読取りデータ長及びパリティモードが判別され，かつ，変更設定がさ

れる（引用例の【００３１】，【００４０】）ところ，その設定された読取りデー

タ長及びパリティモードによって，その後に続く実データの送受信（総じてデータ

通信）が引き続き行われていくものであること（引用例の【００４３】，【００４

４】）に照らせば，引用発明の構成要件ｄ－１において決定される「読取りデータ

長及びパリティモード」につき，「通信のために使用されている」とした本件審決

の認定に誤りはないというべきである。

なお，原告は，構成要件ｄ－１のステップにおける「読取りデータ長及びパリテ

ィモード」が，通信に先立って送信され，通信の確立のためにのみ使用される第２

回の特定コードに係るものにすぎないと主張するが，これは，引用例の図５のステ

ップＲ５のみに基づく主張であるところ，本件審決は，構成要件ｄ－１を当該ステ

ップＲ５のみに基づいて認定したものではないから，原告の主張は，本件審決の認
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定を正解しないものとして失当である。

(4) 構成要件ｄ－４の「比較するステップ」の認定

原告は，引用発明の「読取り結果データ」がフレームエラーの判断データを含ま

ないなどと主張するが，前記(1)のとおりであるから，原告の主張は理由がない。

(5) 構成要件ｄ－５の「決定するステップ」の認定

ア 引用発明の構成要件ｄ－５は，構成要件ｄ－１に含まれるステップの１つで

あり，構成要件ｄ－１の「通信のために使用されている読取りデータ長及びパリテ

ィモード」の決定に関し，「前記信号」（送信機器１１からの信号）がどのような

形態（読取りデータ長及びパリティモード）で送信されているかについて，それと

一致する「複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの一つ」により決定

すると特定したものである。

そして，前記(3)のとおり，構成要件ｄ－１に係る本件審決の認定に誤りはない

から，構成要件ｄ－５に係る引用発明の認定の誤りをいう原告の主張は，その前提

を欠くものとして，失当である。

イ 原告は，構成要件ｄ－５のステップにいう「決定」につき，実データの信号

が「送信される」との将来の事実についてされるものにすぎないと主張するが，本

件審決は，引用発明につき，「受信機器２１が送信機器１１との通信を確立する方

法」（引用例の図５のステップＲ５まで）と認定したものであって，実データの送

受信処理を開始するまでのステップ（引用例の図５のステップＴ４～Ｔ６及びＲ６

～Ｒ９）までを含めて認定したものではなく，したがって，引用発明は，実データ

の送受信を予定したものではないし，上記アのとおり，構成要件ｄ－５のステップ

は，送信機器１１からの信号の形態を決定するステップにすぎないから，同ステッ

プにいう「決定」につき，実データの信号が「送信される」との将来の事実につい

てされるということはできない。

ウ 原告は，構成要件ｄ－５のステップにいう「決定」が第３回の特定コードの

送受信後に行われると主張するが，上記イのとおり，本件審決は，引用発明につき，
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第３回の特定コードが送信されるまでのステップを認定したものではないから，原

告の主張は失当である。

２ 取消事由２（一致点の認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）の「信号のサンプル」及び各「サンプル」（構

成要件ｂないしｄの「信号の特定コードの読取り結果データ」及び各「特定コード

の読取り結果データ」）の認定

本件審決は，本願発明の「信号のサンプル」が信号の特定のデータの読取り結果

データを含むとして，本願発明と引用発明とが一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）の「信号

のサンプル」及び各「サンプル」において一致すると認定したが，本願発明の「信

号のサンプル」が実データを含むもの（通信のために使用されるデータを含むも

の）であるのに対し，引用発明の「信号の特定コードの読取り結果データ」は，実

データの通信に先立ち，通信の確立のためにのみ用いられる特定コード（０Ｄ及び

０Ａ）に係るものであり，実データを含まないものであるから，本件審決の認定は

誤りである。

(2) 一致点（Ｄ－５）の「マッチ」（構成要件ｄ－５の「一致」）の認定

本件審決は，本願発明の「マッチ」と引用発明の「一致」が同義であるとして，

本願発明と引用発明とが一致点（Ｄ－５）の「マッチに応答して」との点で一致す

ると認定したが，本願発明の「マッチ」がすべての点において同一であることを意

味するものでない（本願明細書の【００３５】）のに対し，引用発明の「一致」は，

すべての点において同一であることを意味する（引用例の図４）もの，すなわち，

引用発明は，わずか８ビットの単純な既知の値を有する特定コード（０Ｄ又は０

Ａ）を用い，それが誤った値として受信された場合であっても，誤った値を網羅し

て予め記憶し，誤った値と同一であることを判別するものであり，データのすべて

を比較の対象とするものであるから，本件審決の認定は誤りである。

〔被告の主張〕
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(1) 一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）の「信号のサンプル」及び各「サンプル」（構

成要件ｂないしｄの「信号の特定コードの読取り結果データ」及び各「特定コード

の読取り結果データ」）の認定

ア 「サンプル（sample）」とは，本来，「見本，標本」を原意とする語である

（株式会社小学館平成６年１月１日発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」。

乙１）ところ，引用発明の「特定コード」を含む「送信機器１１からの信号」は，

その信号のボー・レート並びに読取りデータ長及びパリティモードを決定するため

に送信されるものであるから，引用発明の「特定コードの読取り結果データ」は，

ボー・レート並びに読取りデータ長及びパリティモードを決定するための信号の見

本ということができる。

そして，本件審決は，この「特定コードの読取り結果データ」を上記意味で一種

の「信号のサンプル」であるとして一致点を認定したものと解されるので，本件審

決に誤りはないというべきである。

イ 原告は，本願発明の「信号のサンプル」が実データを含むものであると主張

するが，請求項１には，そのような特定はないし，本願明細書の発明の詳細な説明

にも，実データについての記載がなく，本願発明において実データを含む信号が送

信されることについての示唆もないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に

も明細書の発明の詳細な説明の記載にも基づかないものとして，失当である。

(2) 一致点（Ｄ－５）の「マッチ」（構成要件ｄ－５の「一致」）の認定

構成要件ｄ－１及びｄ－５によれば，引用発明は，パラメータ判別テーブルに記

憶された特定コードに対応した部分のデータについて，信号からの読取り結果とパ

ラメータ判別テーブルに予め記憶されている読取り結果とを比較する（一致してい

るか否かを判別する）にすぎないから，引用発明にいう「一致」を信号のすべての

点において同一であるか否かを判断（比較）することを意味するものと解すること

はできない。

したがって，本願発明と引用発明とが一致点（Ｄ－５）の「マッチ」において一
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致するとした本件審決の認定に誤りはない。

３ 取消事由３（相違点を看過した判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，本願発明の構成要件Ｄ－１，Ｄ－５及びＥ並びに引用発明の構成要

件ｄ－１，ｄ－５及びｅに係る各通信規約に関し，本願発明が「プロトコル（通信

規約）とフレーミング」であるのに対し，引用発明は「読取りデータ長及びパリテ

ィモード（通信規約）」であるものの，フレーミングを有しない点を本件相違点４

として認定した。

しかしながら，「プロトコル」は，多義的な用語であるところ，本願発明の「プ

ロトコル」は，「メッセージ・パケットの群が組織化される方法」若しくは「装置

が２つの装置間でデータを転送するためにパケットを送受する時点」又はその双方

を意味する（本願明細書の【０００３】）のであり，引用発明の「読取りデータ長

及びパリティモード」は，本願発明の「プロトコル」とは異なるものである。なお，

本願発明と引用発明との対比に当たり，通信規約を「通信に関する約束事」と極め

て抽象的に解釈することは，無意味である。

そうすると，本件審決には，構成要件Ｄ－１，Ｄ－５及びＥ並びにｄ－１，ｄ－

５及びｅに係る通信規約に関し，本願発明がプロトコル（通信規約）及びフレーミ

ングであるのに対し，引用発明がプロトコルを有しないとの点を本願発明と引用発

明との相違点として認定することを看過した誤りがあるというべきである。

〔被告の主張〕

引用発明の「読取りデータ長及びパリティモード」がプロトコルに含まれる要素

であることは，本願発明及び引用発明が属する技術分野において自明の技術事項で

あり，この点は，原告も自認するところである（本件意見書の３頁３９～４３行，

本件審判請求理由書の４丁１５～１９行）。

なお，請求項１の構成要件Ｄ－１及びＥは，「プロトコル」と「フレーミング」

とを区別して記載しているが，引用発明の「読取りデータ長及びパリティモード」
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は，「フレーミング」に該当するものではない。

したがって，本件審決に原告主張の相違点を看過した誤りはない。

４ 取消事由４（本件相違点１についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，遠隔装置及びホスト装置において通信を確立することは自明である

として，引用発明を遠隔装置及びホスト装置において利用する程度のことは単なる

技術の転用の域を出ないと判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。

(1) 引用発明は，特殊なハンドシェーク手続（引用例の図５）を要するために，

引用発明を実施していない現存機器との間において通信を確立することのできない

ものであるから，引用発明を遠隔装置及びホスト装置において利用することが単な

る技術の転用の域を出ないということはできないばかりか，多くの装置に接続され

ることが想定されるホスト装置に引用発明を適用することには，積極的な阻害事由

があるというべきである。

(2) また，引用発明は，受信機器が送信機器からの信号を受信するための一方

向の通信を確立するものにすぎないところ，本願発明は，遠隔装置とホスト装置と

の間の双方向の通信を確立するものであるから，引用発明を双方向の通信が可能な

ものに改変するためには，すなわち，引用発明において本件相違点１に係る本願発

明の構成を採用するためには，別の一組の送信機器と受信機器を用いる必要がある。

この点に関し，被告は，引用例の【００４４】の記載を挙げて反論するが，同段

落の記載は，送信側から受信側に対する一方向の流れを開示するものにすぎない。

〔被告の主張〕

(1) 遠隔装置とホスト装置との間の通信は，種々の形態のものを包含し，各装

置とも，それぞれ当然に送信機及び受信機を備えているものであるから，送受信機

間の通信を確立するための引用発明を本願発明の「遠隔装置」及び「ホスト装置」

に適用することには，何ら阻害事由がないというべきである。

(2) 原告は，引用発明が一方向の通信を確立するものにすぎないと主張するが，
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引用例の【００４４】の記載によれば，引用発明による通信の確立後には送受信処

理が行われるのであるから，本件相違点１に係る本願発明の構成を得る上で，引用

発明を適用することに阻害事由はない。

(3) したがって，本件相違点１についての本件審決の判断に誤りはない。

５ 取消事由５（本件相違点２についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，周知例を挙げて，受信した信号が有しているパターンを検出する際

に当該信号のフレームにおけるある信号と一致するか否かを決定するための比較の

基準とされるパターンを，プロトコル（通信規約）を検出するために用いるとの技

術（以下「本件技術」という。）が周知であると認定した上，引用発明において本

件技術を採用することに格別の困難性はないとして，本件相違点２に係る本願発明

の構成とすることは当業者が容易になし得ると判断したが，以下のとおり，この判

断は誤りである。

(1) 本件技術の周知性

本件技術が周知であることについて，十分な証拠があるとはいえない。

(2) 本件技術の内容

ア 本願発明の「テンプレート」は，「プロトコル」に対するものであって，ボ

ー・レートが直ちに決定されるものではない。本願発明において，ボー・レートが

テンプレートとマッチしない場合には，異なるボー・レートに対応するテンプレー

トとのマッチングを行うステップに移ることとなる（本願明細書の【００３５】）。

イ また，本願発明の「プロトコル・テンプレート」は，「プロトコル」と「フ

レーミング」の双方の決定に用いられるものである。

ウ 引用発明においては，①ボー・レートの判別のための第１回の特定コードの

送受信及び②判別したボー・レートを受信ボー・レートとした第２回の特定コード

の送受信を行うことが必須のものとされている。

これに対し，本件技術は，プロトコル（通信規約）の検出のために，③通信規約
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ごとのビット・パターンの送受信を行うことが必須のものとされている。

そうすると，引用発明において本件技術を採用した場合，①ないし③の各送受信

を行うことが不可避となる。

エ したがって，そもそも，引用発明において本件技術を採用しても，本件相違

点２に係る本願発明の構成を得ることはできない。

(3) 阻害事由

また，以下のとおり，引用発明において本件技術を採用することには，阻害事由

がある。

ア 引用発明においては，特定コード（０Ｄ及び０Ａ）を１０ｍｓｅｃ間隔等に

従って複数回送信する（引用例の図２及び図５）など，受信側にとって既知の送信

手順を送信側が採用していなければ，すなわち，受信側と送信側が送受信の手順を

共有していなければ，両者の間のハンドシェーク手続すら行えず，通信を確立する

ことができない。

イ 引用発明は，既知の単純なコード（０Ａ及び０Ｄ）を送信し，誤った受取方

やフレームエラーの起こり方を予め用意するものであるから，引用発明において本

件技術（通信規約ごとのビット・パターンを送信するもの）を採用すると，通信規

約が不明の場合，未知のものを送信することになってしまい，動作しないこととな

る。

〔被告の主張〕

(1) 本件技術の内容

ア 本件技術は，プロトコル（通信規約）を検出するためにテンプレートを用い

るというものであるところ，周知例の記載（【０００７】）によれば，本件技術に

おいては，ビットパターンレジスタに格納された種々のビットパターンが，受信し

た信号のパターンに対して比較のための一種のテンプレートとして作用していると

いえ，また，信号がフレーム単位で伝送されることは自明の技術事項であるから，

本件技術において信号がフレーム単位で比較されることは，当然の帰結にすぎない。
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そうすると，引用発明において本件技術を採用することにより，本件相違点２に

係る本願発明の構成が得られることは明らかというべきである。

イ 原告の主張に対する反論

(ア) 原告は，本願発明の「プロトコル・テンプレート」が「プロトコル」と

「フレーミング」の双方の決定に用いられると主張するが，本願明細書の記載

（【００３５】，【００３６】）及び本願図５によれば，本願発明の「テンプレー

ト・マッチング」のプロセスにおいては，「プロトコル」の決定はされるものの，

「フレーミング」の決定がされるものではない。

(イ) 原告は，引用発明において本件技術を採用した場合，３段階の送受信を行

うことが不可避となると主張するが，引用発明及び本件技術も，それぞれ所定のプ

ロトコルの判別のために，必要なデータパターンの通信を要する点で共通するもの

であるから，引用発明における必要なデータパターンの通信に代えて本件技術にお

ける必要なデータパターンの通信を採用することは，当業者が容易に想到し得るこ

とである。

(2) 阻害事由

原告は，引用発明においては受信側と送信側が送受信の手順を共有する必要があ

るなどとして，引用発明において本件技術を採用することに阻害事由があると主張

するが，受信側と送信側が送受信の手順を共有することは，本願発明及び本件技術

にも同様に当てはまる前提条件であり，そのような前提の上に立って，それぞれの

プロトコルの条件が決定されるものであるから，原告の主張は理由がない。

(3) したがって，本件相違点２についての本件審決の判断に誤りはない。

６ 取消事由６（本件相違点３についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，本件相違点２に係る「サポートされたプロトコルの公知のビットの

テンプレート」を用いて，本件相違点３に係る本願発明の構成とすることは当業者

が容易になし得ると判断したが，本件相違点２についての本件審決の判断が誤りで
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あることは取消事由５に係る主張のとおりであるし，また，周知例は，本件相違点

３に係る本願発明の構成を開示するものではないから，本件相違点３についての本

件審決の判断も誤りである。

〔被告の主張〕

原告の主張に理由がないことは，取消事由５に係る主張のとおりであるから，本

件相違点３についての本件審決の判断に誤りはない。

７ 取消事由７（本件相違点４についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件審決は，引用発明の「読取りデータ長」がフレーミングの一構成といえると

して，本願発明のように「プロトコル（通信規約）」に「フレーミング」を更に加

える程度のことは単なる設計的付加にすぎないと判断したが，本願発明において，

フレーム形式は，「２つの装置間でデータを転送するためにメッセージ・パケット

がフォーマット化される方法」を意味し，「プロトコル」は，「メッセージ・パケ

ットの群が組織化される方法」若しくは「装置が２つの装置間でデータを転送する

ためにパケットを送受する時点」又はその双方を意味する（本願明細書の【０００

３】）ものであるところ，引用発明の「特定コード」は，単なるコード（０Ｄ及び

０Ａ）であって，メッセージ・パケットではないから，引用発明は，「プロトコ

ル」を決定するとの技術的思想を有しない。したがって，引用発明に「フレーミン

グ」を付加しても，本件相違点４に係る本願発明の構成は得られないから，本件審

決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

本願発明の「フレーミング」は，本願発明及び引用発明が属する技術分野におけ

る一般的なフレーム構築をいうものと解釈すべきである。なお，本願明細書は，そ

の【０００３】及び【００２８】において，フレーミングにつき言及しているが，

双方の段落とも，フレーミングについての技術的説明を提供するものではなく，ま

た，ステップ３０４（構成要件Ｄ）を示す本願図３には，フレーミングについての
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言及すらない。その他，本願明細書及び本願図面には，本願発明の「フレーミン

グ」の技術的意義（内容）を裏付ける記載も示唆も見当たらない。

そして，本件審決が説示するとおり，引用発明の「読取りデータ長」は，フレー

ミングに関与する要素（構成）といえるものであるから，「プロトコル」に「フレ

ーミング」を加える程度のことは，単なる設計的付加にすぎない。

したがって，本件相違点４に係る本件審決の判断に誤りはない。

８ 取消事由８（審査ないし審判段階の手続違背）について

〔原告の主張〕

(1) 審査段階における拒絶理由の通知の有無

審査官が特許法５０条本文に規定する拒絶理由の通知をするに当たっては，特許

を受けようとする発明（以下「出願発明」という。）が同法２９条２項に規定する

発明に該当することを拒絶理由とするときは，その通知があったものと同視し得る

特段の事情がない限り，①出願発明と対比すべき発明（以下「先行公知発明」とい

う。）の内容，②対比判断の結果である出願発明と先行公知発明との一致点，③対

比判断の結果である出願発明と先行公知発明との相違点及び④相違点に係る出願発

明の構成についての容易想到性の根拠を具体的に明らかにすることを要すると解す

べきである。

これを本件についてみると，審査官がした本件拒絶理由通知は，①ないし④のい

ずれについても具体的に明らかにしておらず，また，①ないし④について原告に対

する通知があったものと同視し得る特段の事情も存在しないから，本件拒絶理由通

知をもって，特許法５０条本文に規定する拒絶理由の通知があったということはで

きない。なお，本件拒絶理由通知は，○対比判断をするのに必要な引用文献の引用A

箇所の記載がない点，○引用文献等の記載から認定される技術的内容が明確に示さＢ

れていない点，○拒絶理由の構成に不必要な引用文献が引用されている点等においＣ

て，特許庁の審査基準にも反するものである。

そうすると，審判長は，本件拒絶査定を維持する旨の本件審決をするに当たり，
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原告に対して，改めて拒絶理由を通知しなければならなかったにもかかわらず，こ

れを怠ったというべきであるから，本件審決は，特許法１５９条２項において準用

する同法５０条本文の規定に違反してされたものである。

(2) 本件審決及び本件拒絶査定の理由の異同

本件拒絶査定は，いわゆる主引用例を特開平１－３０５６４４号公報（以下「引

用文献１」という。）とし，いわゆる副引用例を特開平５－１９１４７０号公報，

特開平５－２３６０４９号公報，特開平６－１６４６７１号公報及び特開平６－１

９７１４８号公報（以下，順に「引用文献２」ないし「引用文献５」という。）並

びに本件審決における引用例（以下，必要に応じて「審決引用例」という。）とす

る拒絶理由に基づいてされたものであるから，主引用例を審決引用例とし，副引用

例を本件審決における周知例（以下，必要に応じて「審決周知例」という。）とす

る本件審決の拒絶理由は，本件拒絶査定の理由とは異なるものである。

そうすると，審判長は，本件拒絶査定の理由と異なる拒絶理由に基づく本件審決

をするに当たり，原告に対して，新たな拒絶理由を通知しなければならなかったに

もかかわらず，これを怠ったというべきである（なお，審判長が新たな拒絶理由の

通知をしていないことは，被告も認めるところである。）から，本件審決は，この

点からも，特許法１５９条２項において準用する同法５０条本文の規定に違反して

されたものといえる。

(3) 拒絶理由の通知があったのと同視し得る特段の事情の有無

ア 原告は，本件拒絶理由通知を受け，審査官に対し，本件意見書を提出したが，

この時点においては，副引用例とされた５つの引用文献の１つにすぎない審決引用

例に焦点を当てた深い検討をしておらず，「テンプレート・マッチングの実行につ

いて開示がない」との１点を指摘したにすぎない。

すなわち，本件拒絶理由通知からは，引用文献１ないし５及び審決引用例をどの

ように組み合わせるのかについてすら理解することができず，原告としては，これ

らの文献がどのように組み合わせられても拒絶を免れることができる唯一の対処法
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として，いずれの文献にも開示及び示唆がされていない要素を指摘したものである。

そのことは，本件意見書（３頁４９行～４頁２行）及び本件審判請求理由書（４丁

４３～４６行）の記載にも表れている。

イ 原告は，平成２０年７月７日，審判官から，「フレーミング」の意味及びそ

の決定方法に加え，本願発明と審決引用例に記載された発明との相違点について電

話による照会（以下「本件照会」という。）を受け，わずか１１日後である同月１

８日までに回答するよう求められたが，この時点に至るまで，審決引用例に焦点が

当てられたことはなく，本件照会の内容は，原告にとって不意打ちといえるもので

あった。しかも，本件照会は，審判合議体の思考過程について説明するものでも，

審決周知例について言及するものでもなく，審決引用例と本願発明との関係に関し

て審判合議体がどのような見解を有しているのかなどを明らかにするものでは全く

なかった。また，本件照会に対する回答期間が，出願人が在外者である場合の通常

の意見書提出期間（甲７）と比較して極めて短いことに照らし，原告は，本件照会

の内容が審判合議体の心証に直接影響があるものと予測することができなかった。

なお，被告は，本件照会がされたのが平成２０年７月３日であるなどと主張する

が，審判官の変更の経緯（甲８，１１，１２，乙５）等に照らし，事実に反すると

いうべきである。

ウ このような経緯から本件審決がされ，原告は，その時点において初めて，審

決引用例と審決周知例に基づいて本件出願が拒絶されたことを知ったものである。

〔被告の主張〕

(1) 審査段階における拒絶理由の通知の有無

本件意見書（３頁３９～４３行，同頁４５～４６行，同頁４９行～４頁２行）及

び本件審判請求理由書の各記載のとおり，原告は，審決引用例に記載された発明及

び審決周知例に記載された技術に基づく本願発明の構成の想到困難性について明確

な意見を述べていたものであり，本件拒絶理由通知を受けた後，審決引用例に記載

された発明の内容，同発明と本願発明との一致点及び相違点並びに相違点に係る構
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成の想到困難性について十分認識した上，そのような認識に基づいて本件補正を行

ったものであるから，形式的にはもちろんのこと，実質的にみても，本件拒絶理由

通知により，特許法５０条本文に規定する拒絶理由の通知がされたものというべき

である。

(2) 本件審決及び本件拒絶査定の理由の異同

審決引用例は，本件拒絶査定が引用する本件拒絶理由通知において掲げられてい

た引用文献の１つであり，また，原告は，本件意見書及び本件審判請求理由書にお

いて，引用文献１ないし５又は審決引用例のいずれを主引用例とした場合であって

も本願発明が進歩性を有する旨の主張をしていたところ，本件審決は，本願発明が，

審決引用例に記載された発明（引用発明）及び審決周知例（本件拒絶査定において

追加された７番目の引用文献）に記載された本件技術に基づいて容易に発明をする

ことができたものであると判断したのであるから，本件審決の理由は，本件拒絶査

定の理由と異なるものではない。

(3) 本件照会の経緯

本件照会の経緯は，次のとおりである。すなわち，審判官は，平成２０年７月３

日，原告に対し，「プロトコル」及び「フレーミング」の意味並びに本願発明と審

決引用例に記載された発明との主たる相違点について電話で照会した上，原告の同

意を得て，回答期限を２週間後の同月１７日と指定したところ，原告は，同月１８

日，ファクシミリで回答書（乙５。以下「本件回答書」という。）を送付したもの

である。

第４ 当裁判所の判断

１ 引用例の記載及び図示について

原告は，取消事由１において，引用発明についての本件審決の認定を争うほか，

取消事由２ないし７においても，引用発明の内容に基づく等の主張をするので，こ

れらの取消事由について検討するに当たり，まず，引用例の記載及び図示の内容を

みると，引用例には，以下の記載及び図示がある。
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【００１５】送信機器１１には，ＣＰＵ１２が備えられ，このＣＰＵ１２により生

成される送信データはレジスタ１３に書込

まれる。このレジスタ１３に書込まれた送

信データは，信号変換回路１４を介して受

信機器２１に送信されるもので，この信号

変換回路１４から前記送信データを送信す

る際の送信ボーレート及びデータ長，パリ

ティモード等のデータパラメータは，前記ＣＰＵ１２により送信パラメータ設定部

１５に対し予め指定される。

【００１７】受信機器２１には，ＣＰＵ２２が備えられ，このＣＰＵ２２により，

受信パラメータ設定部２３に対し，受信回路２４における受信ボーレート及び受信

データの読取りデータ長，パリティモード等のデータパラメータが設定される。

【００１８】この場合，受信ボーレートは，その受信初期において１９２００ｂｐ

ｓに設定され，また，読取りデータ長は，８ビットに，パリティモードはノンパリ

ティ（ｎｏｎ）にそれぞれ初期設定される。

【００２１】…前記ＣＰＵ２２は，所定のボーレート（１９２００ｂｐｓ）で受信

された特定コードの受信データを所定のパラメータ（８ビット，ノンパリティ）で

読取り，その読取り結果データが前記テーブルＲＯＭ２６内のボーレート判別テー

ブル及びパラメータ判別テーブルそれぞれにおけるどの読取り結果データと一致す

るか判断され，送信機器１１側の設定ボーレート及びパラメータ構成が判別される。

【００２２】この場合，前記受信パラメータ設定部２３における受信ボーレート及

び読取りパラメータが，前記テーブルＲＯＭ２６内のボーレート判別テーブル及び

パラメータ判別テーブルを用いて判別された送信側と同じボーレートとパラメータ

に変更設定される。

【００２７】…前記送信機器１１から送信される第１コードＣＲ及び第２コードＬ

Ｆには，何れもその先頭に１ビットのスタートビットＳＴＡＲＴ“０”が，また，



- 27 -

終りに２ビットのストップビットＳＴＯＰ“１１”が付加される。

【００２８】図４は前記通信パラメータの判別

方法を実施した受信機器２１のテーブルＲＯＭ

２６に予め記憶されるテーブルデータの内容を

示す図であり，同図（Ａ）はボーレート判別テ

ーブルの内容を示す図，同図（Ｂ）はパラメー

タ判別テーブルの内容を示す図である。

【００２９】すなわち，ボーレート判別テーブ

ルには，第１コードＣＲ“０Ｄ”を各ボーレート（１９２００ｂｐｓ，９６００ｂ

ｐｓ，４８００ｂｐｓ，２４００ｂｐｓ，１２００ｂｐｓ）で送信し，受信側で所

定のボーレート（１９２００ｂｐｓ）且つ所定のパラメータ（８ビット，ノンパリ

ティ）で受信した場合の読取り結果データが，その８ビット分の読取りデータとノ

ンパリティによるストップビットの判断データとして各送信ボーレートに対応付け

て予め記憶される。

【００３０】例えば送信機器１１から１２００ｂｐｓで送信された第１コードＣＲ

“０Ｄ”は，受信機器２１において１９２００ｂｐｓの８ビット，ノンパリティで

受信読取りした際に，その８ビット分がデータ“００”として読取られ，ストップ

ビットがＦ（フレームエラー）として判断されることを示している。

【００３１】また，パラメータ判別テーブルには，第１コードＣＲ“０Ｄ”及び第

２コードＬＦ“０Ａ”を，送信側が各パラメータ（「８ビット，ノンパリティ」

「８ビット，奇数パリティ」「８ビット，偶数パリティ」「７ビット，ノンパリテ

ィ」「７ビット，奇数パリティ」「７ビット，偶数パリティ」）で送信し，受信側

が所定のパラメータ（８ビット，ノンパリティ）で受信した場合の読取り結果デー

タが，前記第１コードＣＲ“０Ｄ”及び第２コードＬＦ“０Ａ”それぞれについて

ストップビットによるフレームエラーの判断データと共に対応付けて予め記憶され
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る。

【００３２】次に，前記構成による通信パラメ

ータの判別方法を実施した送信機器及び受信機

器の動作について説明する。図５は前記通信パ

ラメータの判別方法を実施した送信機器１１及

び受信機器２１における通信処理を示すフロー

チャートである。

【００３３】すなわち，まず，送信機器１１に

おけるＣＰＵ１２により，送信パラメータ設定

部１５に対し，送信ボーレートが１９２００ｂ

ｐｓ，９６００ｂｐｓ，４８００ｂｐｓ，２４

００ｂｐｓ，１２００ｂｐｓの中の１つに設定

され，また，送信データ長が８ビット又は７ビ

ットの何れかに設定され，パリティモードが奇

数パリティ（ｏｄｄ）又は偶数パリティ（ｅｖｅｎ）又はノンパリティ（ｎｏｎ）

の何れかに設定される（ステップＴ１）。

【００３４】一方，受信機器２１におけるＣＰＵ２２により，受信パラメータ設定

部２３に対し，受信ボーレートが１９２００ｂｐｓに初期設定され，また，受信読

取りデータ長が８ビットに初期設定され，パリティモードがノンパリティ（ｎｏ

ｎ）に初期設定される（ステップＲ１）。

【００３５】そして，送信機器１１のレジスタ１３に対し第１コードＣＲ“０Ｄ”

及び第２コードＬＦ“０Ａ”が順番に書込まれ，その第１及び第２コードＣＲ，Ｌ

Ｆが書込まれる度に，図２のタイミングで，信号変換回路１４により，前記送信パ

ラメータ設定部１５に設定された送信ボーレート及びデータパラメータに従って送

信される（ステップＴ２）。

【００３６】すると，受信機器２１の受信回路２４において１９２００ｂｐｓで受
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信され８ビット，ノンパリティとして読取られた第１コードＣＲ“０Ｄ”の受信デ

ータは，その８ビット分がレジスタ２５に書込まれてＣＰＵ２２に取出され，また，

９ビット目のストップビットによるフレームエラーの判断データＦ又はＮがＣＰＵ

２２に出力される（ステップＲ２）。

【００３７】この際，ＣＰＵ２２では，前記受信回路２４及びレジスタ２５を介し

て読取られた第１コードＣＲ“０Ｄ”の読取り結果データとテーブルＲＯＭ２６の

ボーレート判別テーブルに予め記憶されている読取り結果データとが比較され，送

信側におけるボーレートが判別されるもので，これにより，前記受信パラメータ設

定部２３において既に１９２００ｂｐｓに初期設定されている受信ボーレートが，

前記ＣＰＵ２２にて判別された送信ボーレートと一致するボーレートに変更設定さ

れる（ステップＲ３）。

【００３８】こうして，受信機器２１における受信ボーレートが送信機器１１側の

送信ボーレートに合わされた後，該送信機器１１から再び第１コードＣＲ“０Ｄ”

及び第２コードＬＦ“０Ａ”が，順次，予め設定された送信ボーレート及びデータ

パラメータに従って送信される（ステップＴ３）。

【００３９】すると，受信機器２１の受信回路２４において前記送信側に一致した

ボーレートで受信され８ビット，ノンパリティとして読取られた第１コードＣＲ

“０Ｄ”及び第２コードＬＦ“０Ａ”の受信データは，それぞれその８ビット分が

順次レジスタ２５に書込まれてＣＰＵ２２に取出され，また，各９ビット目のスト

ップビットの判断データＦ又はＮが順次ＣＰＵ２２に出力される（ステップＲ４）。

【００４０】この際，ＣＰＵ２２では，前記受信回路２４及びレジスタ２５を介し

て読取られた第１コードＣＲ“０Ｄ”及び第２コードＬＦ“０Ａ”の読取り結果デ

ータとテーブルＲＯＭ２６のパラメータ判別テーブルに予め記憶されている読取り

結果データとが比較され，送信側におけるデータパラメータの構成が判別されるも

ので，これにより，前記受信パラメータ設定部２３において既に８ビット，ノンパ

リティに初期設定されている読取りデータ長及びパリティモードが，前記ＣＰＵ２



- 30 -

２にて判別された送信側におけるデータパラメータの構成と一致する読取りデータ

長及びパリティモードに変更設定される（ステップＲ５）。

【００４３】…前記受信機器２１において受信されてそのＣＰＵ２２に読取られた

コードデータが正規の第１コードＣＲ“０Ｄ”及び第２コードＬＦ“０Ａ”に一致

すると判断され，該受信機器２１における受信ボーレート及び読取りパラメータが

送信機器１１側のボーレート及びデータパラメータと正しく整合されたことが確認

されると，その整合確認信号が出力される（ステップＲ７→Ｒ８）。

【００４４】そして，前記受信機器２１からの整合確認信号が送信機器１１におい

て受信されると，実データの送信処理及びその受信処理が開始される（ステップＴ

５→Ｔ６，Ｒ９）。

２ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

以上の引用例の記載及び図示を踏まえ，まず，取消事由１について検討する。

(1) 構成要件ｃの「検出するステップ」及び構成要件ｄ－１の「決定するステ

ップ」の認定

引用例の【００２８】ないし【００３７】及び【００４０】並びに図４及び図５

によると，引用発明においては，特定コードを所定のボー・レート及びパラメータ

（読み取りデータ長・パリティモード）で受信した場合の読み取り結果データが判

断データ（ボーレート判別テーブル及びパラメータ判別テーブル）としてあらかじ

め受信側に記憶された上，実際に送信側が送信し，受信側において読み取られた特

定コードの読み取り結果データが，当該ボーレート判別テーブル及びパラメータ判

別テーブルに記憶されたボー・レート及びパラメータと比較されて判別されること

が明らかであるから，本件審決が，引用発明の構成要件ｃとして「特定コードの読

取り結果データから…ボーレートを検出するステップ」を，構成要件ｄ－１として

「特定コードの読取り結果データから…読取りデータ長及びパリティモードを決定

するステップ」をそれぞれ認定したことに何ら誤りはないというべきである。

この点に関し，原告は，引用発明の読み取り結果データにはフレームエラーの判
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断データを含まないことを前提に，そのような引用発明においては，ボー・レート

を検出することも読み取りデータ長及びパリティモードを決定することもできない

と主張するが，本件審決が認定した引用発明の構成要件ｃ及びｄ－１の文言からも

明らかなとおり，本件審決は，引用発明の「ボーレートを検出するステップ」等に

ついて，これらがフレームエラーの判断データを用いないで行われるとの限定を付

して認定したものではなく，また，引用例にも，フレームエラーの判断データを用

いずにボー・レートの検出等を行うとの構成に限定する趣旨の記載はみられないか

ら，原告の主張を採用することはできない。

(2) 構成要件ｄの各「前記特定コードの読取り結果データ」の認定

ア 原告は，引用発明の構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」が構

成要件ｂ及びｃの各「特定コードの読取り結果データ」と異なるとして，引用発明

の構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」にいずれも「前記」との文言

を付した本件審決の認定は誤りであると主張する。

確かに，引用例の【００３５】ないし【００４０】及び図５によると，引用発明

の構成要件ｂ及びｃのステップにおいて送受信される特定コードと，構成要件ｄの

ステップにおいて送受信される特定コードとは，送信側から異なる機会に送信され

るものであると認められる。

しかしながら，本件審決が認定した引用発明の構成要件ｂないしｄの文言をみる

と，構成要件ｃ及びｄの各「前記特定コードの読取り結果データ」が構成要件ｂの

「送信機器１１からの信号の特定コードの読取り結果データ」を指すことは明らか

であるところ，引用例の【００３８】ないし【００４０】によると，構成要件ｄの

各「特定コードの読取り結果データ」は，いずれも「送信機器１１からの信号の特

定コードの読取り結果データ」に該当するものと認められるから，その意味におい

ては，「特定コードの読取り結果データ」として共通するところがあるということ

ができ，本件審決が引用発明の構成要件ｄの各「特定コードの読取り結果データ」

につき，「前記」との文言を付して認定したとしても，これを誤りがあるとまでい
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うことはできない。

イ この点に関し，原告は，本願発明においては，構成要件Ｄの各「サンプル」

が構成要件Ｂの「信号のサンプル」及び構成要件Ｃの「サンプル」と同一のもので

あるからこそ，構成要件Ｄの各「サンプル」には「前記」との文言が付されている

ように主張するが，請求項１の文言をみても，構成要件Ｄの各「前記サンプル」が

構成要件Ｂの「ホスト装置（１０２）からの信号のサンプル」を指すことは明らか

であるが，請求項１には，それ以上に構成要件Ｄの各「サンプル」の内容を同一の

サンプルと限定する趣旨の記載はないのであるから，請求項１の記載を原告主張の

ように解釈して，これを根拠に，引用発明に係る本件審決の認定が誤りであるとい

うことはできない。

(3) 構成要件ｄ－１の「通信のために使用されている読取りデータ長及びパリ

ティモード」の認定

原告は，引用発明の構成要件ｄ－１の「読取りデータ長及びパリティモード」が

通信の確立のためにのみ使用されるものであるとして，これが「通信のために使用

されている」との本件審決の認定が誤りであると主張する。しかし，引用例の【０

０１５】，【００１７】，【００１８】，【００２１】及び【００２２】並びに図

１によると，送信ボー・レート及びパラメータ（読み取りデータ長・パリティモー

ド）は，送信側の送信パラメータ設定部に対してあらかじめ指定され，受信側にお

いても，所定のボー・レート及びパラメータで受信パラメータ設定部に対する初期

設定がされた上，当該初期設定に基づいて受信を行いながら，ボーレート判別テー

ブル及びパラメータ判別テーブルにより特定コードの読み取り結果データの判別を

行い，送信側と同じボー・レート及びパラメータに変更設定していくというのであ

り，また，【００４３】及び【００４４】によると，受信側において，受信ボー・

レート及びパラメータが送信ボー・レート及びパラメータと正しく整合したことが

確認された後，実データの送受信が開始されるというのであるから，引用発明にお

いて，構成要件ｄ－１のステップにおいて決定された「読取りデータ長及びパリテ
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ィモード」が「通信のために使用されている」ものであることは明らかである。し

たがって，この点についての本件審決の認定に誤りはなく，原告の主張は採用し得

ない。

なお，原告は，引用発明の構成要件ｄ－１の「読取りデータ長及びパリティモー

ド」には実データが含まれていないと主張するが，そのことから，同構成要件のス

テップにおいて決定される「読取りデータ長及びパリティモード」が通信のために

使用されていないということはできないから，原告の主張は，上記結論を何ら左右

するものではない。

(4) 構成要件ｄ－４の「比較するステップ」の認定

前記(1)において説示したとおり，引用発明においては，特定コードを所定のボ

ー・レート及びパラメータ（読み取りデータ長・パリティモード）で受信した場合

の読み取り結果データが判断データ（ボーレート判別テーブル及びパラメータ判別

テーブル）としてあらかじめ受信側に記憶された上，実際に送信側が送信し，受信

側において読み取られた特定コードの読み取り結果データが，当該ボーレート判別

テーブル及びパラメータ判別テーブルに記憶されたボー・レート及びパラメータと

比較されて判別されることが明らかであるから，構成要件ｄ－４につき，本件審決

が「前記複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの前記一つと前記信号

の前記特定コードの読取り結果データとを比較するステップ」と認定したことに誤

りはない。

この点に関し，原告は，引用発明の「読取り結果データ」がフレームエラーの判

断データを含まないと主張するが，前記(1)において説示したのと同様，本件審決

は，引用発明の構成要件ｄ－４の「比較するステップ」についても，これがフレー

ムエラーの判断データを用いないで行われるとの限定を付して認定したものではな

く，また，引用例にも，フレームエラーの判断データを用いずに当該比較を行うと

の構成に限定する趣旨の記載はみられないのであるから，原告の主張を採用するこ

とはできない。
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(5) 構成要件ｄ－５の「決定するステップ」の認定

ア 原告は，引用発明の構成要件ｄ－５の「前記一つの読取りデータ長及びパリ

ティモードで前記信号が送信されていることを決定するステップ」が実データの送

受信の開始前に行われるものであるとして，当該決定の対象を現在又は過去の事実

である「送信されていること」とした本件審決の認定は誤りであると主張する。し

かし，本件審決が認定した引用発明の構成要件ｂないしｄの文言をみると，本件審

決は，構成要件ｄ－５のステップが実データの受送信後に行われるとの限定を付し

て引用発明を認定したものでないことは明らかであるから，原告の主張は失当であ

る。なお，請求項１の文言をみても，本願発明の構成要件Ｄ－５の「前記一つのプ

ロトコルで前記信号が送信されていることを決定するステップ」が実データの送受

信後に行われるものに限定されるとの趣旨の記載はない。

イ また，原告は，引用発明の構成要件ｄ－５のステップが第３回の特定コード

の送受信後（引用例の図５のステップＲ７において「一致」が確認された時）に行

われるものであるとも主張するが，本件審決は，その説示（８頁２７～３１行）か

らも明らかなとおり，引用例の【００３１】及び【００４０】並びに図１，図４

（Ｂ）及び図５を根拠に，構成要件ｄ－５のステップを認定したものであるところ，

これらの記載及び図示によると，同ステップは，図５のステップＲ５を指すことが

明らかであるから，原告の主張は，本件審決の認定を正解しないといわざるを得な

いものであって，採用することができない。

(6) 小括

以上によると，取消事由１は理由がない。

３ 取消事由２（一致点の認定の誤り）について

次に，取消事由２について検討する。

(1) 一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）の「信号のサンプル」及び各「サンプル」の認

定

ア 原告は，本願発明の構成要件ＢないしＤの「信号のサンプル」及び各「サン
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プル」が実データを含むものであるのに対し，引用発明の構成要件ｂないしｄの

「信号の特定コードの読取り結果データ」及び各「特定コードの読取り結果デー

タ」は実データを含まないものであるとして，両発明が一致点（Ｂ）ないし（Ｄ）

の「信号のサンプル」及び各「サンプル」において一致するとした本件審決の認定

は誤りであると主張する。

しかしながら，請求項１をみても，本願発明の構成要件ＢないしＤの「信号のサ

ンプル」及び各「サンプル」が実データを含むものに限定される趣旨の記載はない

から，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。

イ なお，仮に，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，以

下のとおり，本願発明の構成要件ＢないしＤの「信号のサンプル」及び各「サンプ

ル」を実データを含むものに限定して解釈することはできない。

本願発明の遠隔装置とホスト装置との間で送受信される「データ」に関し，同明

細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある。

【０００９】…更にまた，本発明によるシステムは，データを失うことなく且つ特

別なフレームを用いることなく，使用されているプロトコル・パラメータの決定を

行う。…

【００１０】…遠隔装置は，ホスト装置がある機能を実行させるためサービスある

いはデータをホスト装置へ提供する装置である。ホスト装置は，データを送るのに

用いたプロトコル・パラメータを決定し，遠隔装置からデータを受取り，受取った

データを用いて制御機能を実行する装置である。

【００１１】第１の装置が第２の装置に接続されると，第２の装置は第１の装置に

対してデータを示す信号を送る。…

【００２３】…遠隔装置１０３は，サービスあるいはデータをホスト装置へ提供し

てホスト装置に機能を行わせる装置である。ホスト装置１０２は，データ伝送に用

いられるプロトコル・パラメータを設定し，遠隔装置からデータを受取り，受取っ

たデータを用いて制御機能を行う装置である。…
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【００２４】図２は，例示のデータ処理システム２００を示している。本発明にお

いては，ホスト装置１０２と遠隔装置１０３は，装置間の通信のためのプロセスを

含む機能を実行するデータ処理システム２００を備える。データ処理システム２０

０は処理装置２０１を備える。…

【００２５】…ＲＯＭ２０４は，データ処理システム２００を動作させるのに処理

装置２０１が必要とする命令を記憶する。…ＲＡＭ２０５は，データ処理システム

２００により行われるプロセスを実行するため処理装置２０１が必要とする命令及

びデータを記憶する。…

【００３０】例えば，開始ビットは，任意のフレーム又はプロトコルにおけるデー

タ・フレームの開始を示す既知のビットである。…

【００３５】図５は，プロセス４００のステップ４３０において行われるテンプレ

ート・マッチングの例示のプロセスであるプロセス５００を示している。…ステッ

プ５０５において，バッファから読出された信号のパターンと予測される信号のテ

ンプレートとが一致するかどうかが決定される。テンプレートは各フレームにおけ

る或る信号と一致するのみであり，全ての点で一致するものではないことに注意す

べきである。これは，フレームが信頼度良く一致し得ないデータ・ビットを含むか

らである。その代わり，テンプレートは開始ビット及び終了ビットのような既知の

ビットとの一致を試みる。

そこで，上記【０００９】ないし【００１１】及び【００２３】ないし【００２

５】の記載から本願発明の構成要件ＢないしＤの「信号のサンプル」及び各「サン

プル」が実データを含むものに限定されているかといえば，そのように解すること

ができないことは，上記記載内容に照らし明らかであるし，また，上記【００３

０】の記載については，開始ビットが既知のビットであったとしても，既知のビッ

ト以外の部分には，引用発明において用いられる特定コード等も含まれると解され

るから，【００３０】の記載によっても，構成要件ＢないしＤの「信号のサンプ

ル」等が実データを含むものに限定されているということはできない。さらに，上
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記【００３５】の記載についても，「フレームが信頼度良く一致しないデータ・ビ

ット」が実データに係るデータ・ビットのみを指すとまで解することはできないか

ら，【００３５】の記載によっても，構成要件ＢないしＤの「信号のサンプル」等

が実データを含むものに限定されるとみることはできず，その他，本願明細書の発

明の詳細な説明に，構成要件ＢないしＤの「信号のサンプル」等を原告主張のよう

に実データを含むものに限定して解釈しなければならない根拠を見出すことはでき

ない。

(2) 一致点（Ｄ－５）の「マッチ」の認定

原告は，引用発明の構成要件ｄ－５の「一致」が信号のすべての点において同一

であることを意味するなどとして，本願発明と引用発明とが「マッチに応答して」

との点で一致するとした本件審決の認定は誤りであると主張する。しかし，引用例

の【００２７】及び【００３１】並びに図４（Ｂ）によると，引用発明における特

定コードが先頭に１ビットのスタートビット「０」を，末尾に２ビットのストップ

ビット「１１」をそれぞれ付加したものであるのに対し，パラメータ判別テーブル

にはスタートビットが含まれないのであるから，引用発明の構成要件ｄ－５の

「（前記複数の予め記憶されている読取り結果データのうちの前記一つと前記信号

の前記特定コードの読取り結果データとの）一致」が信号のすべての点において同

一であることを意味するということはできない。したがって，原告の主張は，その

前提において誤りがあるので，失当というほかない。

(3) 小括

以上によると，取消事由２は理由がない。

４ 取消事由３（相違点を看過した判断の誤り）について

次に，取消事由３について検討する。

(1) 原告は，引用発明の構成要件ｄ－１，ｄ－５及びｅの各「読取りデータ長

及びパリティモード」が本願発明の構成要件Ｄ－１，Ｄ－５及びＥの各「プロトコ

ル」に相当するものではないとして，原告の主張するこの相違点を看過した本件審
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決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら，電子装置間の通信に係る技術分野において，引用発明の構成要件

ｄ－１等の各「読取りデータ長及びパリティモード」が通信規約一般を意味する

「プロトコル」に該当することは，当業者にとって自明の技術事項であるというこ

とができる（なお，原告が審査手続において提出した本件意見書（３頁３９～４３

行）及び審判手続において提出した本件審判請求理由書（４丁１５～１９行）にも，

引用発明のデータ・パラメータが「プロトコル」に該当する旨の記載がある。）と

ころ，請求項１をみても，本願発明の構成要件Ｄ－１等の各「プロトコル」につき，

「フレーミング」と区別されるものであるとの趣旨の記載（構成要件Ｄ－１及び

Ｅ）があるほかは，「プロトコル」が更に限定された具体的な内容を有する通信規

約を指すものと解釈すべき記載はないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載

に基づくものとはいえない。

(2) なお，仮に，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，

以下のとおり，本願発明の構成要件Ｄ－１等の各「プロトコル」につき，一般的な

通信規約を更に限定した具体的な内容を有するものと解釈することはできない。

本願発明の「プロトコル」に関し，同明細書の発明の詳細な説明には，次の記載

がある。

【０００３】…本文の論議のために，フレーム形式，ボー・レート，フレーミング

及びプロトコルは，「プロトコル・パラメータ」と称される。ここでの検討のため

に，ボー・レートは，装置により転送される単位時間当たりのビット量である。フ

レーム形式は，２つの装置間でデータを転送するためにメッセージ・パケットがフ

ォーマット化される方法である。プロトコルは，メッセージ・パケットの群が組織

化される方法及び，装置が２つの装置間でデータを転送するためにパケットを送受

する「時点」である。２つの装置が同じプロトコル・パラメータを用いて通信しな

いならば，第１の装置が第２の装置から正しいデータを受取ることはない。

【０００４】装置間の通信を容易にするため，多くの装置は，汎用非同期受信機送
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信機（ＵＡＲＴ）を備えている。ＵＡＲＴは，装置間の通信を提供するインターフ

ェースである。制御装置においては，Ｍｏｄｂｕｓのようなプロトコルが通信のた

めＵＡＲＴを用いる。ＵＡＲＴはまた，多数のボー・レート及びフレーミング形式

の任意のひとつで通信し得る。過去においては，多数の「プロトコル／ＵＡＲＴパ

ラメータ」のうちの任意の１つで通信する他の装置に第１の装置を接続することが

可能であるならば，第１の装置は適正な「プロトコル／ＵＡＲＴパラメータ」で通

信するようにマニュアルでプログラムされなければならなかった。…

【００２７】本発明は，ホスト装置が通信に用いているプロトコル・パラメータを

遠隔装置が決定するプロセスに関する。一つの実施の形態においては，ホスト装置

及び遠隔装置はＵＡＲＴ装置である。ＵＡＲＴ装置は，共通ボー・レート…のうち

の任意の一つで通信する。当業者は認識するように，これらは共通ボー・レートで

あるに過ぎず，他のボー・レートも使用可能である。使用できる２つの典型的なプ

ロトコルは，ＭｏｄｂｕｓＡＳＣＩＩとＭｏｄｂｕｓＲＴＵであるが，ＨＡＲＴの

ような他のプロトコルも使用可能である。

そこで，上記【０００３】に記載された「メッセージ・パケットの群が組織化さ

れる方法及び，装置が２つの装置間でデータを転送するためにパケットを送受する

『時点』」について検討すると，同段落の記載全体に照らし，それは，単に，パケ

ットの送受信における順序，タイミング等の通信の手順一般をいうものにすぎない

と解され，また，上記【０００４】及び【００２７】に記載された「Ｍｏｄｂｕ

ｓ」，「ＭｏｄｂｕｓＡＳＣＩＩ」等についても，一般的な通信規約を例として挙

げるものにすぎないと解することができるから，結局，本願明細書の発明の詳細な

説明の記載を参酌しても，本願発明の「プロトコル」につき，一般的な通信規約を

更に限定した具体的な内容を有するものと解釈することはできないといわざるを得

ない。

(3) 小括

以上によると，取消事由３は理由がない。
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５ 取消事由４（本件相違点１についての判断の誤り）について

次に，取消事由４について検討する。

(1) 本件審決の判断の当否

引用発明は，「受信機器が送信機器との通信を確立する方法」であるから，これ

を本願発明の「遠隔装置がホスト装置との通信を確立する方法」に利用すること

（本件相違点１に係る構成を採用すること）が単なる技術の転用の域を出ないこと

は明らかというべきである。したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはな

い。

(2) 原告の主張の当否

ア(ア) 原告は，引用発明がこれを実施していない現存機器との間において通信

を確立することのできないものであると主張するが，本願発明がこれを実施してい

ない現存機器との間における通信のみを前提としたものであるかというと，原告が

主張する現存機器を本願発明の「ホスト装置」と解したとしても，あるいは，「遠

隔装置」と解したとしても，請求項１には，本願発明の「ホスト装置」又は「遠隔

装置」が現存機器に限定されるとの趣旨の記載はないから，原告の主張は，特許請

求の範囲の記載に基づくものとはいえない。

(イ) なお，仮に，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌したとしても，

以下のとおり，本願発明の「ホスト装置」又は「遠隔装置」が現存機器に限定され

るものと解釈することはできない。

本願明細書の発明の詳細な説明をみると，【０００９】には，「現存する装置は，

改変なしに，本発明によるシステムを実現する装置と通信することができる。」と

の記載があるものの，ホスト装置又は遠隔装置について具体的に言及する【００１

０】，【００１５】，【００２２】～【００２４】，【００２７】～【００３１】，

【００３３】～【００３６】及び【００５０】には，本願発明の「ホスト装置」又

は「遠隔装置」が現存機器に限定されるとの趣旨の記載はなく，その他の記載も同

様であるから，同「ホスト装置」又は「遠隔装置」を現存機器に限定して解釈する
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ことはできないというべきである。

イ また，原告は，引用発明が一方向の通信を確立するものにすぎないとも主張

するが，引用例の【００４３】には，受信機器から整合確認信号が出力されるとの

記載があり，また，図５には，受信側のステップＲ８に「確認信号出力」との記載

が，送信側のステップＴ５に「確認受信」との記載がそれぞれあるのであるから，

引用発明が一方向の通信を確立するものにすぎないわけではなく，原告の主張を採

用することはできない。

(3) 小括

したがって，取消事由４は理由がない。

６ 取消事由５（本件相違点２についての判断の誤り）について

次に，取消事由５について検討する。

(1) 本件技術の周知性

原告は，本件技術（受信した信号が有しているパターンを検出する際に，当該信

号のフレームにおけるある信号と一致するか否かを決定するための比較の基準とさ

れるパターンを，プロトコル（通信規約）を検出するために用いるとの技術）の本

件優先日当時の周知性を争うので，以下，検討する。

ア 周知例には，次の記載がある。

【０００２】【従来の技術】初期導入時等にコンピュータをネットワークに接続す

る場合には，該ネットワークで使用されるプロトコルに対応するプロトコル制御プ

ログラムを導入し且つ設定しなければならない。…

【０００４】周知の通り，通信プロトコルは，通信における送受信の手順を規定す

るものであり，この通信プロトコルが通信装置間で一致していなければ，通信回線

を介して通信を確立させることができない。…

【０００７】…特開平３－８８５３９号公報に示されたシステムでは，予め通信装

置内にビットパターンレジスタを用意し，該ビットパターンレジスタに種々の通信

プロトコルに対応するビットパターンを格納しておく。通信プロトコルの検出に際
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しては，通信回線上で伝送されている信号を当該通信装置が受信し，その信号をビ

ットパターンに変換する。このビットパターンを，ビットパターンレジスタに格納

された種々のビットパターンと比較し，ビットパターンが合致する通信プロトコル

を判別する。…

以上の記載によると，周知例には，従来の技術（本件優先日の約８年前に頒布さ

れた刊行物に記載された技術）として，プロトコルを判別するため，受信した信号

が有しているビットパターンを，あらかじめ記憶させておいた基準となる種々のビ

ットパターンと比較し，その合致の有無をみるとの技術が開示されているというこ

とができる。

イ また，特開昭５４－９３９０８号公報（昭和５４年７月２５日公開。乙３。

以下「乙３公報」という。）には，次の記載及び図示がある。

(ア) 本発明は，…相手処理装置と調歩同期方式で接続された識別装置で，相手

処理装置から送られる特定文字を用いてデータ伝送速度と符号種別を識別する場合

に，特定文字には符号種別ごとに内容が異なる区別ビット系列を含ませ，この特定

文字を受信し，ある特定のサンプリングタイミングでサンプリングして得たビット

パターンを判定することにより，データ伝送速度および符号種別を識別することを

特徴と（する）（１頁右欄末行～２頁左上欄９行）。

(イ) 一例としてデータ伝送速度が１５０ボー，２００ボー，３００ボーの３種

類で，使用符号種別がＪＩＳ７単位符号とＥＢＣＤＩＣ符号の２種類であるとすれ

ば，データ伝送速度と符号種別に識別すべき６種類の組み合わせが存在する。…第

２図は，上記識別すべき６種類の組み合わせについて第１図の例の特定文字を受信

し，６００Ｈｚでサンプリングして得たビットパターンの例を示したものである。

この例ではビット ，ビット ，ビット の組み合わせで，上記６種類の組みｂ ｂ ｂ４ ５ １７

合わせのいずれかであるかを判定し，データ伝送速度と使用符号種別を同時に識別
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する（２頁左上欄末行～右上欄１４行）。

(ウ) 回線 から特定文字を受信して，スタートビット検出回路１０がスターｌ１

トビットを検出すると，サンプリングクロック１１が特定文字のサンプリングを開

始して，レジスタ１２にそのビットパターンを記憶する。レジスタ１２にはデータ

伝送速度と特定文字のコードによって識別すべきデータ伝送速度と符号種別の組み

合わせの数だけの種類のビットパターンが記憶される。ビットパターン判定回路１

３はレジスタ１２の中のビットパターンを判定して，データ伝送速度と符号種別を

識別し，この情報を信号線Ｓに出力する（２頁右上欄１７行～左下欄８行）。

以上の記載及び図示によると，本件優先日の２０年以上前に頒布された乙３公報

には，相手処理装置から送信されるデータに係る使用符号種別，すなわち，プロト

コルを識別するため，送信する特定文字に符号種別ごとに内容が異なる区別ビット

系列を含ませた上，識別装置のレジスタに記憶された種々のビットパターンのうち

３つのビットパターンを比較の基準として用いるとの例が記載されているというこ

とができる。

ウ 上記ア及びイに加え，電子装置間の通信に係る技術分野において，データを

フレーム形式で送信すること（本願明細書の【０００３】参照）は，本件優先日当

時の当業者にとって自明の技術事項であったことをも併せ考慮すると，本件技術は，

本件優先日当時において，当業者に周知であったものと認められるから，これと同
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旨の本件審決の認定に誤りはない。

(2) 本件技術の内容と本件相違点２に係る構成との関係

引用発明に周知技術である本件技術を適用することにより本件相違点２に係る構

成が得られることは，本件技術の内容に照らし明らかというべきであるから，これ

と同旨の本件審決の判断に誤りはない。

この点に関し，原告は，本件技術を引用発明に適用しても本件相違点２に係る構

成を得ることができないと主張し，その根拠として，①本願発明の「テンプレー

ト」がボー・レートを決定するものではないこと，②本願発明の「テンプレート」

がプロトコルとフレーミングの双方の決定に用いられるものであること，③本件技

術を引用発明に適用した場合には３段階の送受信を行うことが不可避となることを

挙げる。

しかしながら，上記①の点については，本件審決が認定した一致点（Ｄ）からも

明らかなとおり，本件相違点２の「特定の比較基準」は，ボー・レートを検出する

ために用いられるものでなく，また，上記②の点については，本件審決は，「通信

規約」に関して，本願発明が「プロトコル（通信規約）とフレーミング」であるの

に対し，引用発明はフレーミングを有しない点を本件相違点４として認定している

のであるから，本件相違点２は，「特定の比較基準」として何を用いるかについて

の本願発明と引用発明との相違をいうにすぎないのであって，「特定の比較基準」

によりどのような内容の通信規約が決定（判別）されるのかについての両発明の相

違をいうものではない。さらに，上記③の点についても，上記②と同様，本件相違

点２は，「特定の比較基準」として何を用いるかについての両発明の相違をいうに

すぎないのであって，「特定の比較基準」によりどのような段階の送受信を要する

ことになるかについての両発明の相違をいうものではない。

そうすると，原告が主張する上記①ないし③の点は，いずれも本件相違点２に係

る本件審決の認定及び判断を正解しないものというほかなく，これを採用すること

はできない。
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(3) 阻害事由の有無

原告は，本件技術を引用発明に適用することに阻害事由があると主張し，その根

拠として，引用発明においては受信側と送信側とが送受信の手順を共有していなけ

れば通信を確立することができないこと，本件技術を引用発明に適用すると通信規

約が不明の場合に動作しないことを挙げるが，これらの点は，いずれも，本件相違

点２の「特定の比較基準」自体に関し，本件技術を引用発明に適用することが妨げ

られる旨をいうものではないから，原告の主張は失当である。

(4) 小括

したがって，取消事由５は理由がない。

７ 取消事由６（本件相違点３についての判断の誤り）について

次に，取消事由６について検討する。

原告は，本件相違点２についての本件審決の判断が誤りであること，本件相違点

３に係る構成が周知例に開示されていないことを根拠に，本件相違点３についての

本件審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら，本件相違点２についての本件審決の判断に誤りがないことは，前

記６において説示したとおりであるし，また，本件相違点３に係る構成が周知例に

直接開示されていないとしても，「特定の比較基準」として，本件相違点２に係る

構成（「サポートされたプロトコルの公知のビットのテンプレート」）を採用する

と，本件相違点３の「通信規約を決定するステップ」についても，同相違点に係る

構成（「前記サンプルとサポートされたプロトコルの公知のビットのテンプレート

との間のプロトコル・テンプレート・マッチングを実行することによって，前記サ

ンプルから，前記ホスト装置（１０２）により通信のために使用されているプロト

コルとフレーミングを決定するステップ（３０４）」。なお，「フレーミング」の

点については，取消事由７に係る後記判断において説示するとおりである。）を採

用することは，当業者において容易に想到し得るものと認めることができ，これと

同旨の本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張を採用することはできない。
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したがって，取消事由６は理由がない。

８ 取消事由７（本件相違点４についての判断の誤り）について

次に，取消事由７について検討する。

原告は，引用発明に「フレーミング」を付加しても本件相違点４に係る構成は得

られないと主張するが，「通信規約」についての本件相違点４に係る構成は，「プ

ロトコルとフレーミング」であり，また，引用発明の通信規約（読取りデータ長及

びパリティモード）が本願発明の「プロトコル」に相当するものであることは，前

記４において説示したとおりであるから，引用発明の通信規約に「フレーミング」

を付加すると本件相違点４に係る構成が得られることは明らかであって，原告の主

張は，本件相違点４についての本件審決の判断を何ら論難し得るものではない。

そして，電子装置間の通信に係る技術分野における「フレーミング」の技術内容

（本願明細書の【０００３】参照）に照らすと，引用発明の通信規約に「フレーミ

ング」を付加する程度のことが単なる設計的事項であることは明らかであるから，

これと同旨の本件審決の判断に誤りはないというべきである。

したがって，取消事由７は理由がない。

９ 取消事由８（審査ないし審判段階の手続違背）について

次に，取消事由８について検討する。

(1) 事実経過

前記第２の１ないし３の事実に証拠（甲３～６，８，９，乙４，５）及び弁論の

全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。

ア 審査官は，原告に対し，平成１７年１月１４日付け（同月１８日発送）で本

件拒絶理由通知をし，意見があれば本件拒絶理由通知書発送の日から３か月以内に

意見書を提出するよう求めた。

本件拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，本件補正前（平成１５年２月１７

日付け手続補正後。以下同じ。）の請求項１に係る発明は「下記の刊行物」に記載

された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特
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許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨記載され，「下記の刊

行物」として，１から６までの番号を付した上，引用文献１ないし５及び審決引用

例が順に列挙されていた。また，同通知書には，本件補正前の請求項１０ないし１

８に係る発明に関しての記載（ただし，本件補正前の請求項１０は，発明のカテゴ

リを同請求項１の「遠隔装置（１０３）がホスト装置（１０２）との通信を確立す

る方法」ではなく「ホスト装置との通信を確立するための，遠隔装置における装置

（２００）」とすることに伴う構成の相違を有するほかは，実質的に，同請求項１

とその構成を同じくするものであった。）であるとみる余地はあるものの，「装置

間で通信を行う際，最初に通信プロトコルの判別を行うことは当業者が周知してい

る事項であり，ボーレートや伝送フォーマットも前記プロトコルの一部にすぎない。

なお，テンプレートマッチングを行うことも設計的事項にすぎない。」との記載が

あった。

イ 本件拒絶理由通知を受けた原告は，期間延長請求書を提出した上，平成１７

年７月１９日，本件補正をするとともに本件意見書を提出した。

本件補正は，本件補正前の請求項１に構成要件Ｄ－１中の「前記サンプルとサポ

ートされたプロトコルの公知のビットのテンプレートとの間のプロトコル・テンプ

レート・マッチングを実行することによって，」及び構成要件Ｄ－２ないしＤ－６

を付加するなどするものであった。

また，原告は，本件意見書において，本件補正がされたことを前提に，引用文献

１ないし５及び審決引用例のそれぞれについて，その開示内容を摘示した上，これ

らの刊行物のいずれにも本願発明の構成（テンプレート・マッチング）についての

記載又は示唆がないから，本願発明は，引用文献１ないし５又は審決引用例のいず

れか１つに記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの

ではなく，また，これらの刊行物に記載された事項をどのように組み合わせること

によっても，当業者が容易に発明をすることができたものではないなどの意見を述

べた。
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ウ 審査官は，平成１７年１２月６日付け（同月８日発送）で，本件拒絶理由通

知書に記載された理由により本件拒絶査定をした。

本件拒絶査定に係る書面には，備考として，「出願人は意見書において，本願発

明はプロトコルの判定においてテンプレートマッチングを用いた点において引用文

献との差異を主張するが，…プロトコルに応じて特有なフォーマットを有する信号

の検出においてテンプレートマッチングを用いることは設計的事項にすぎず，例え

ば特開平１１－４１３１７号公報（判決注：審決周知例である。）の従来技術の欄

（段落【０００６】～【０００７】）にも，ビットパターンの比較に基づいてプロ

トコルを判別する技術が記載されており，ビットパターンの比較はテンプレートマ

ッチングの一形態であることは当業者に自明な事項である。」との記載があった。

エ 本件拒絶査定を受けた原告は，平成１８年３月８日，本件審判請求をすると

ともに，同年５月２５日，本件審判請求理由書を提出した。

原告は，本件審判請求理由書において，引用文献１ないし５及び審決引用例のそ

れぞれについて，本件意見書におけるのと同旨の主張を繰り返すとともに，審決周

知例の開示内容をも摘示した上，引用文献１ないし５，審決引用例及び審決周知例

のいずれにも本願発明の構成（ホスト装置により通信のために使用されているプロ

トコルとフレーミングとを決定し，検出されたボー・レートにおける決定されたプ

ロトコルとフレーミングとを用いて通信するよう遠隔装置を設定すること）につい

ての記載又は示唆がないこと，プロトコルとフレーミングとが別個の概念であり，

プロトコルの自動決定が公知の技術であるとしても，そのことがフレーミングの決

定の構成を示唆するものではないことなどを理由に，本願発明は，引用文献１ない

し５，審決引用例又は審決周知例のいずれか１つに記載された事項に基づいて当業

者が容易に発明をすることができたものではなく，また，これらの刊行物に記載さ

れた事項をどのように組み合わせることによっても，当業者が容易に発明をするこ

とができたものではないなどと主張した。

オ 審判官は，原告に対し，平成２０年７月上旬ころ，本願発明の「フレーミン
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グ」の意味，本願発明と審決引用例に記載された発明との相違点等について本件照

会をし，これを受けた原告は，同月１８日，本件回答書をファクシミリで送信した。

原告は，本件回答書において，本願発明の「フレーミング」について説明すると

ともに，審決引用例に記載された受信機の自動設定の手順を図５に基づいて摘示し

た上，本願発明と審決引用例に記載された発明との相違点につき，前者が信号のサ

ンプルを受信側へ送信し，信号のサンプルの受信信号からテンプレート・マッチン

グによってボー・レート，プロトコル及びフレーミングを判別するものであるのに

対し，後者は信号のサンプルではなく２つの特定コードを実データの送信に先立っ

て送信するものであり，信号のサンプルの受信信号からボー・レートを検出するこ

と並びにプロトコル及びフレーミングを決定することを行わないものである点を指

摘した。

カ 審判合議体は，平成２０年８月２６日，審決引用例を主引用例とした上，本

願発明は審決引用例に記載された発明（引用発明）及び審決周知例に記載された周

知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして，本件

審判請求は成り立たないとの本件審決をした。

(2) 審査段階における実質的な拒絶理由通知の有無

上記(1)のとおり，本件拒絶理由通知は，本件補正前の請求項１に係る発明が，

審決引用例を含む６つの刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明を

することができたものであることを拒絶の理由とするものであった。

これに対し，原告は，本件拒絶理由通知書発送の日の約半年後に，主として「テ

ンプレート・マッチング」に係る本件補正を行った上，同補正の日に提出した本件

意見書において，これらの刊行物のそれぞれにつきその開示内容を摘示した上，い

ずれの刊行物にも本願発明の構成（テンプレート・マッチング）についての記載又

は示唆がないから，本願発明は，これらの刊行物のいずれか１つに記載された事項

に基づいた場合であっても，また，これらの刊行物に記載された事項を組み合わせ

た場合であっても，当業者が容易に発明をすることができたものではないなどの意
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見を述べ，さらに，本件拒絶理由通知書の発送の日の約１年４か月後に提出した本

件審判請求理由書においても，審決周知例に係る主張を付加するほかは，本件意見

書に記載した意見と同旨の主張を繰り返すなどしたというのであるから，当業者で

ある原告は，本件拒絶理由通知に対する意見書の提出期間内に，審決引用例に記載

された発明の内容並びに本願発明と審決引用例に記載された発明との一致点及び相

違点について十分検討し，また，当該相違点に係る構成の容易想到性に関しても，

周知事項等に係る上記(1)アの記載をも参考にしながら，この点について十分検討

した上，これらの各点についての反論を行うための十分な機会を与えられたものと

認めるのが相当である。

そうすると，本件拒絶理由通知は，本件補正前の請求項１に係る発明が審決引用

例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである

ことを理由とするものとして，適法な拒絶理由の通知であったというべきであるか

ら，審査段階において拒絶理由の通知が実質的にされていないとの原告の主張を採

用することはできない。

この点に関し，原告は，本件意見書を提出した段階においては，副引用例とされ

た審決引用例に焦点を当てた深い検討をしておらず，また，本件照会があるまで審

決引用例に焦点が当てられたことはなく，本件審決がされた段階において初めて，

審決引用例等に基づいて本件出願が拒絶されたことを知ったと主張するが，本件拒

絶理由通知書の記載（上記(1)ア）をみても，審決引用例は，６番目の引用文献と

して掲げられていたものではあっても，これが主引用例ではなく副引用例にすぎな

いとされていたものではないし，現に，原告は，本件意見書において，審決引用例

を主引用例とした場合であっても，本願発明が審決引用例に記載された事項に基づ

いて当業者が容易に発明をすることができたものではないとの主張をしていたとこ

ろであり，また，原告は，その主張に係る「深い検討」が十分可能であったはずで

ある本件拒絶理由通知書発送の日の約１年４か月後に提出した本件審判請求理由書

においても，本件意見書における意見と同旨の主張を繰り返すなどしたにすぎない
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というのであるから，原告の主張は理由がない。

(3) 本件審決及び本件拒絶査定の理由の異同

上記(1)のとおり，本件拒絶査定は，本件拒絶理由通知書に記載された理由を拒

絶理由とするものであるほか，同査定に係る書面には，備考として，原告が主張す

る本願発明と審決引用例等に記載された発明との相違点（テンプレート・マッチン

グの有無）につき，審決周知例を引用して，これが設計的事項にすぎないなどと記

載されていたところ，上記(2)において説示したところも併せ照らすと，結局，本

件拒絶査定は，本願発明が審決引用例に記載された発明及び審決周知例に記載され

た事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであることを理由と

するものであったというべきであるから，本件審決の拒絶理由と本件拒絶査定の理

由とが異なるということはできない。

この点に関し，原告は，本件拒絶査定が主引用例を引用文献１，副引用例を引用

文献２ないし５及び審決引用例とするものであったと主張するが，そのようにいう

ことができないことは，上記(2)において説示したとおりである。

また，原告は，本件照会が審決周知例に言及するものでなかったとも主張するが，

本件拒絶査定が既に審決周知例を引用していたことは上記のとおりであるから，原

告の主張は，本件審決の拒絶理由と本件拒絶査定の理由とが異なるものではないと

の上記結論を左右するものではない。

(4) 小括

したがって，取消事由８は理由がない。

10 結論

以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求

は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第４部
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